
参加方法

リハ専門職が行政と連携し介護予防を推進することの意味
      ～住民主体による通いの場を中心に考える～
  　講師    　津山市役所 　安本　勝博　氏　(作業療法士)

　　会場:石川県リハビリテーションセンター　4階 大研修室
　　　　（金沢市赤土町二13-1）

定員

無 料

申込QRコード

お問い合わせ
sien@pref.ishikawa.lg.jp

石川県リハビリテーションセンター　担当　長原　平木

076-266-2860tel mail

市町事業に関わる
リハビリテーション専門職育成研修 ①

リハビリテーション専門職活用支援事業

受講ポイント

については

裏面へ

2025年

13:30〜16:00

月 日 土11 22

＼ 下記､石川県電子申請システムQRコードからお申し込みください ／

時 間

60

対 象 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 等

来場とオンライン（ZOOM）

講 演

◆市町から　羽咋市におけるリハ専門職との協働による
　　　　　　地域リハ支援活動の施策と課題
　　　　　　羽咋市地域包括ケア推進室　　向瀬　芳野　氏
◆職能団体から　生活を支えるーリハ専門職が行政と共に歩む
　　　　　　　　介護予防と通いの場支援のこれから
　　　　　　 (公社)石川県理学療法士会　　北谷　正浩　氏　
 

取り組み紹介

主催
石川県リハビリテーションセンター
石川県理学療法士会・作業療法士会・言語聴覚士会連絡会

（受付 13:00～）

名
来場･オンライン

ともに

申込み締切り 11月17日（月）



・理学療法士が受講した場合は、「登録理学療法士更新ポイント」

又は「認定・専門理学療法士更新点数」が取得できます。ポイント

付与を希望される会員は、日本理学療法士協会マイページからの申

込みも必要となりますので、表面の石川県電子申請システムQRコー

ドからの申込みと併せて手続きをお願いいたします。

受講後のポイント申請はできませんので、ご注意ください。

・作業療法士が受講した場合は、日本作業療法士協会の生涯教

育ポイント（2ポイント）となります。

・言語聴覚士が受講した場合は、石川県言語聴覚士会の地域リ

ハリーダー養成・導入研修（一部）となります。

各職能団体の受講ポイントについて



リ ハ 第 １９７ 号
令和７年１０月２１日

市町事業に関わるリハビリテーション専門職育成研修①のご案内 

平素より当センターの活動にご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当センターでは、平成27年度より県理学療法士会・作業療法士会・言語聴覚士会と

協働し、リハ専門職が積極的に多職種と連携し、市町事業に関わるためのネットワークづくり

を進めてまいりました。その一環として、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が共通して学

べる研修体制を整え、協力者登録を促進しております。

また、令和4年度には、多くのリハ専門職の方々が本研修に参加しやすくなるよう、下図のと

おり育成体制を改定いたしました。

このたび、研修①を別紙のとおり開催いたします。ぜひ多くのリハ専門職の皆様にご参加い

ただき、県内各地での活躍につなげていただければ幸いです。ご参加のほど、よろしくお願い

申し上げます。

石川県リハビリテーションセンター所長

各 位

（事 務 担 当）
石川県リハビリテーションセンター

支援課 長原・平木
TEL：076-266-2860 FAX：076-266-2864

リハ専門職協力者登録
登録：県リハビリテーションセンターのホームページに掲載

研修② 地域包括ケアとリハビリテーション シンポジウム 等
（ 3年毎に再履修が必要 ）

主催：県PT・OT・ST連絡会 （県委託事業）

研修① 導入研修（基礎：PT・OT・ST共通内容）
市町事業に関わるリハビリテーション専門職育成研修
共催：県リハビリテーションセンター、県PT・OT・ST連絡会

* PT士会: 登録理学療法士とは、最短で前期研修3年・後期研修2年で履修可
* ST士会: 地域リハリーダー養成研修・初期研修の受講要件は、臨床経験5年以上

もしくはST士会会員研修プログラムベーシックコースの必須項目修了

各士会より推薦

推薦要件：県PT士会 登録理学療法士(*)
県OT士会 現職者共通研修修了・MTDLP基礎研修修了
県ST士会 地域リハリーダー養成研修・初期研修修了(*)

市町事業に関わるリハ専門職育成の体制図（令和4年改訂）

3月頃
開催予定

本研修



            

リハビリテーション専門職活用支援事業 

市町事業に関わるリハビリテーション専門職育成研修① 実施要領 

          

１ 目 的 

県内の全市町で介護予防・日常生活支援総合事業が実施されるなか、効果的な事業の推進には、リ

ハビリテーションの理念を踏まえて、「心身機能」「活動」「参加」のそれぞれの要素にバランスよく働きか

けること、地域のリハビリテーション専門職（以下、リハ専門職）が積極的に市町事業に関与できる連携

体制を構築することが重要である。 

本事業は、リハ専門職等が介護予防事業等に参画する上で必要な知識・技術を習得できるよう、リ

ハ専門職の育成を図っている。 

 

２ 実施主体 

  石川県リハビリテーションセンター 

  石川県理学療法士会、作業療法士会、言語聴覚士会連絡会 

 

３ 開催日時 

  令和 ７年 １１月 ２２日（土）   １３：３０～１６：００  

 

４ 内容 

 ・１３：４０～1５：００ （８0分） 

    講義   リハ専門職が行政と連携し介護予防を推進することの意味 

～住民主体による通いの場を中心に考える～ 

    講師   津山市役所  企画参事  安本 勝博 氏 （作業療法士） 

  

・１5：１０～１5：３０ （２０分）   

市町から 

報告    「羽咋市におけるリハ専門職との協働による地域リハ支援活動の施策と課題について」 

    報告者  羽咋市地域包括ケア推進室  係長  向瀬 芳野 氏 （保健師） 

 

・１５：３０～１５：５０（20分） 

   職能団体から  

    報告    「生活を支える―リハ専門職が行政と共に歩む介護予防と通いの場支援のこれから」 

    報告者  （公社）石川県理学療法士会  会長  北谷 正浩 氏 (理学療法士) 

 

５ 対象 

  理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 等 

 

６ 実施方法 

  ハイブリッド形式（来場による参加、オンラインによる参加） 

   ・来場による参加（場所：石川県リハビリテーションセンター ４階 大研修室）  



・オンラインによる参加（Web会議システム：Zoom）  

 

７ 定員 

来場による参加     ６０名 

オンラインによる参加  ６０名（６０拠点） 

 

８ 申込方法 

  石川県電子申請システムより必要事項記載し、申し込み 

https://ttzk.graffer.jp/pref-ishikawa/smart-apply/ 

apply-procedure-alias/ikusei1-pos2025  

＊必要事項  

①所 属    ②氏 名    ③職 種 

④所属する職能団体の会員番号 

⑤受講形式 （ 来場・オンライン ）  ⑥連絡先（ＴＥＬ）  

⑦連絡事項、資料等送付するパソコン等のメールアドレス 

  （キャリアメール不可） 

 

９ 申込み締切り 

  令和７年１１月１7日（月）  

 

10 問合せ先 

   石川県リハビリテーションセンター 支援課 

   電話： ０７６－２６６－２８６０    ＦＡＸ： ０７６－２６６－２８６４ 

  Mail： sien@pref.ishikawa.lg.jp 

    

１１ 周知方法 

  （１）郵送およびメールにて送付 

  （2）石川県リハビリテーションセンターホームページ及び石川県理学療法士会、石川県作業療法士

会、石川県言語聴覚士会のホームページに掲載 

 

１２ その他  

・理学療法士が受講した場合は、「登録理学療法士更新ポイント」又は「認定・専門理学療法士更新点

数」が取得可能。 

なお、受講後のポイント申請はできませんので、ご注意ください。 

・作業療法士が受講した場合は、日本作業療法士協会の生涯教育ポイント（2ポイント）となる。 

・言語聴覚士が受講した場合は、石川県言語聴覚士会の地域リハリーダー養成・導入研修（一部）とな

る。 

 

申込みＱＲコード 
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